
   

  

督促未発付分確定延滞金徴収等事務処理要領 

 

 （趣旨） 

第１条 通常、延滞金は、確定した月の翌々月に納付書が自動出力されるが、督促状発付前の本

税の完納によって確定した延滞金や徴収猶予期間中に督促状が未発付となり、その後本税の完

納によって確定した延滞金（以下「督促未発付分確定延滞金」という。）は、納付書の自動出力

がなされない。また、督促未発付分確定延滞金は、督促がなされていないため、滞納処分を行

うことができない。このような不都合を解消するため、この要領は、督促未発付分確定延滞金

の徴収及び督促事務の処理方法に関し必要な事項を定めたものである。 

 

 （督促未発付分確定延滞金の徴収及び督促） 

第２条 督促未発付分確定延滞金が発生した場合、発生した月の翌々月の頭に「督促未発付分確

定延滞金一覧表」（以下「リスト」という。）を納税管理課が出力し、東西納税第一課及び東西

納税第二課（以下、「納税第一課及び納税第二課」という。）に配付する。 

２ 前条のとおり、督促未発付分確定延滞金は、納付書の自動出力がされないため、納税第一課

及び納税第二課は、リストが配付された場合は、債権により、次の各号のとおり処理をする。 

（１）市税 

   本来であれば、直ちに督促を行う必要があるが、額が高額ではないため、早期に対応すれ

ば、督促を行うまでもなく納付書の送付で完納される可能性が極めて高いことから、まずは

納付書を出力して別記様式「延滞金の納付について」を添付し、課長決裁を経た後、送付す

る。 

  納付書を送付し、指定した納期限から１か月を経過しても納付を確認することができない

場合は、統一滞納管理システムより督促状を作成し、課長決裁を経た後、督促を行う。 

（２）公課（料金） 

公課（料金）は、督促状を発付しなければ延滞金を徴収する事が出来ない（地方自治法第

２３１条の３第２項）規定があるため、公課の所管課に督促状の発付を依頼する。  

納税第一課及び納税第二課は、督促状の発付を確認してから納付書を出力して別記様式「延

滞金の納付について」を添付し、課長決裁を経た後、送付する。 

ただし、公課の所管課が督促状を発付する際、督促未発付分確定延滞金の納期限を定めて

納付書を同封している場合は、納税第一課及び納税第二課から納付書及び別記様式「延滞金

の納付について」は送付しない。 

３ 前条各号のとおり納付書等を送付した場合は、統一滞納管理システムの交渉記事に、書類の

名称（対象の債権、税目、期別、金額及び納期限を含む。）、発送年月日、あて名及びあて先を

入力し、発送の記録をする。 

 

附 則 

この要領は、平成２０年１月４日から施行する。 

 附 則 

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

  附 則 



   

  

この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和元年５月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和２年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和５年１１月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和６年１月１日から施行する。 



   

  

別記様式 

 


